
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新年あいさつ】 

●甲府市地方卸売市場協会 会⾧ 飯島 忠 

 新年明けましておめでとうございます。 

平素より市場関係者の皆様方には、協会の運営にご理解ご協力を頂き、厚く御礼申し上げます 

山梨は県外より多くの観光客の皆さんに来ていただかないと成り立たない県なのです。そのためにも食の安全安

心が求められ、その役割を担っているのが市場関係者であります。 

昨年は、大きな災害が多く発生いたしました。私たちが扱っている生鮮食料品は自然の産物でありますから、そ

の年の天候や災害、地球環境の変化によりマーケットはあっという間に変化してしまうのであります。こうしたこ

とを踏まえ、これからも安定した食料品の確保並びに供給を継続していくことが、私たちの責務であると考えます。 

本年は庚子（かのえね）の年であり、この年は、新しい環境へ対応する体制を整える年であるとも言われており

ます。また、６月には食品流通の合理化と公正な取引環境の確保を推進することを目的に、改正市場法が施行され

ます。 

こうした市場を取り巻く環境にも的確に対応していくためには、市場関係者の皆さんが知恵を出し合い、一つに

なって真剣に考える時ではないのかと思います。そして皆さんが昔のように大家族主義的な考えを持ち、お互いに

助け合い思い遣って、活力ある市場にしていきたいと思います。 

 結びに、令和２年が皆様方にとってより良い年になるよう祈念して、私の挨拶といたします。 

 
●市場⾧ 伊藤 眞 

 新年、あけましておめでとうございます。 

 市場関係者の皆様方には、輝かしい新春を健やかにお迎えのことと心からお慶び申し上げます。 

 また、平素より、甲府市地方卸売市場の運営につきまして、多大なるご尽力を賜り、この場をお借りして厚く御

礼申し上げます。 

 昨年、甲府市は、開府 500 年を迎えるとともに中核市として新たなスタートを切りました。そのような中、本市

場では、卸売市場法改正に伴う協議を重ね、皆様方からいただいた貴重な意見を反映させ、取引ルールなどを含め

た条例改正に取り組んでまいりました。これを受け、新年度早々には「地方卸売市場」としての認定申請を行い、

6 月には、改正後の法令の下、新たなスタートを切ります。 

 さて、本年は、ねずみ年でありますが、「子」は、繁殖する、うむという意味をもつ「孳」という字から来てお

り、新しい生命が種子の中に萌(きざ)し始める状態を表していると言われています。新たにスタートする市場にと

っても、このねずみ年が、ぜひ、繁栄の年となりますよう、引き続き、皆様方には、適正かつ健全な運営の確保及

び経営戦略による施策の取組に対し、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 結びに、市場のますますの発展並びにこの 1 年が皆様方にとって、幸多き年となりますことを祈念するととも

に、さらなるご健勝とご活躍を期待申し上げ、新年の挨拶といたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品を取扱う場所での喫煙は 
食品衛生法で禁止されています 

喫煙は必ず喫煙所でお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：一般社団法人 甲府市地方卸売市場協会事務局 

山梨県甲府市国母 6-5-1（青果配送センター２階） 
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